
第２回相模川・小出川水面等利用者協議会 開催結果 

■日時  平成２５年１月２２日（火） 

１４時３０分から１６時３０分 

■場所  神奈川県藤沢合同庁舎 ５Ｆ大会議室 

■内容  第２回協議会を開催し、不法係留対策の基本方針、水面利用ルールについ

て協議し、今後の対応について確認し

ました。 

■議事要旨 

＜議事＞ 

１）不法係留対策の基本方針について 

 ・相模川･小出川における不法係留対策の 

基本方針(案) (資料－1)  

２）水面利用ルールについて 

・当面の方向性（案） 

「平塚市・茅ヶ崎市と協力し、既存ルールブックの更なる周知を行い、利用者の

自主的なマナー向上を期待する。」 

＜主な意見＞ 

●不法係留対策の基本方針について 

 ・不法係留船の所有者に対し、不法行為であることの周知を行うとともに、近隣

マリーナ等の受け入れ先に関する情報を提供していく必要がある。 

 ・不法係留対策はスピード感を持って対応し、所有者不明船の処分(簡易代執行）

については、できるだけ早く対応していく必要がある。 

 ・船舶購入時には、車の車庫証明と同様に船舶保管場所の確保が必要となるよう

な法制度の整備が必要である。 

 ・地元住民に対しても、無秩序な係留は不法行為であるという認識をもってもら

うための情報提供が必要である。 

・平塚新港等の活用により、船舶所有者が安価に係留等できる施設の整備をお願

いしたい。 

●水面利用ルールについて 

 ・ルールを守らない利用者はルールを知らない可能性があるため、対面で注意す

る方策は効果が上がるのではないか。 

 ・水上バイク等を購入する時に、ルールを周知する等の対策を行っていく必要が

ある。 

 ・遠方から来て１日だけ水面を利用する方にもルールを周知していく必要がある。 

・関係機関が情報共有し、地域一体となってルールを浸透させる活動に取り組ん

でいく必要がある。 

＜その他＞ 

・次回は、対応の途中経過等を議題として、平成２５年度中に開催する予定です。 

 



■資料－1 

 

①自主的是正への誘導のための対応を強化

相模川・小出川における不法係留対策の基本方針（案）

②新たな受け入れ施設の調査

③新たな受け入れ施設（暫定係留
施設等）の必要性検討

④新たな受け入れ施設（暫定係留
施設等）の位置、設置・管理主体
等の検討、意向把握

⑧再発防止策の実施

（１）現対応の継続（看板、指示書の貼付・送付）
（２）新たな対応の実施

・不法係留船の影響の周知
・受け入れ施設等の情報提供

（３）所有者不明船の処分

改善が見られない場合

協議会で検討⑤河川局長通達に基づく計画案の策定

⑦強制措置の実施（行政代執行）

⑥暫定係留施設の設置
（必要な場合）


